
保
険
医
療

年
金

退
職
者
医
療
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か
？

長
い
間
会
社
や
役
所
な
ど
に
勤

め
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
、
船

員
保
険
な
ど
か
ら
年
金
を
受
け
ら

れ
る
方
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
国

民
健
康
保
険
の
資
格
が
あ
る
方
が
、

老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け
る

ま
で
の
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
方

退
職
被
保
険
者
（
本
人
）

�
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
（
又
は
、
こ
れ
か
ら
加
入
す

る
）
方
。

�
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け

て
い
な
い
方
。

�
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
な

ど
の
年
金
（
た
だ
し
国
民
年
金

は
除
く
）
を
受
け
ら
れ
、
そ
の

加
入
期
間
が
２０
年
以
上
、
も
し

く
は
４０
歳
以
降
１０
年
以
上
あ
る

方
。

被
扶
養
者
と
な
る
方

退
職
被
保
険
者
と
生
活
を
と
も

に
し
、
お
も
に
退
職
被
保
険
者
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
、

次
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
方
。

�
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、

配
偶
者
と
３
親
等
内
の
親
族
又

は
配
偶
者
の
父
母
と
子
。

�
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、

老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
て
い

な
い
方
。

�
年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円
未

満
の
方
。

届
出
が
必
要
で
す

年
金
証
書
が
届
い
た
日
の
翌
日

か
ら
１４
日
以
内
に
、
年
金
証
書
・

国
保
の
保
険
証
・
印
鑑
を
持
参
し

て
、
役
場
町
民
課
保
険
医
療
係
に

届
け
出
て
「
国
民
健
康
保
険
退
職

被
保
険
者
証
」
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き

診
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
国
民

健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」
を

医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
出
し
て
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
に
支
払
う
一
部
負
担

金
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�
退
職
被
保
険
者
（
本
人
）

入
院
・
外
来
と
も
３
割

�
被
扶
養
者
（
家
族
）

入
院
・
外
来
と
も
３
割

※
入
院
時
の
食
事
代
と
外
来
の
薬

剤
に
か
か
る
一
部
負
担
に
つ
い

て
は
、
一
般
の
国
保
と
同
様
に

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

適
用
を
受
け
な
く
な
る
と
き

○
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

し
た
と
き
。

○
退
職
被
保
険
者
が
老
人
保
健
制

度
の
対
象
に
な
っ
た
と
き
。

（
こ
の
場
合
は
、
国
保
の
一
般

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。）

○
退
職
被
保
険
者
本
人
の
資
格
が

な
く
な
っ
た
と
き
。

（
被
扶
養
者
は
、
国
保
の
一
般

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。）

問
い
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国
民
年
金
に
は

こ
ん
な
給
付
が
あ
り
ま
す
！

国
民
年
金
に
は
、
３
つ
の
基
礎

年
金
と
国
民
年
金
独
自
の
給
付
が

あ
り
ま
す
。

６５
歳
に
な
っ
た
と
き
に

↓
老
齢
基
礎
年
金

原
則
と
し
て
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
と
免
除
さ
れ
た
期
間
及
び

合
算
対
象
期
間
を
合
わ
せ
て
、
２５

年
以
上
あ
る
人
が
、
６５
歳
に
達
し

た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
希
望
す
れ
ば
６０
歳
以
後

い
つ
か
ら
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

年
金
額
が
減
額
さ
れ
る
ほ
か
、
い

ろ
い
ろ
な
制
約
を
受
け
ま
す
。

障
害
者
に
な
っ
た
と
き
に

↓
障
害
基
礎
年
金

国
民
年
金
加
入
中
、
又
は
資
格

喪
失
後
で
も
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満

で
国
内
在
住
中
に
、
初
診
日
が
あ

る
病
気
・
け
が
で
、
国
民
年
金
法

に
定
め
ら
れ
た
障
害
が
残
っ
た
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

保
険
料
の
納
付
条
件
を
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
２０
歳
に
達
す
る
前
に
初

診
日
が
あ
る
病
気
・
け
が
で
障
害

者
に
な
っ
た
場
合
は
、
２０
歳
に
達

し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

死
亡
し
た
人
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
た
子
の
あ

る
妻
又
は
子
へ↓

遺
族
基
礎
年
金

国
民
年
金
加
入
中
、
又
は
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
し

た
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
そ
の

人
の
子
の
あ
る
妻
又
は
子
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
国
民
年
金

加
入
中
の
人
は
、
保
険
料
の
納
付

条
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

子
の
要
件
は
、
１８
歳
到
達
年
度

の
末
日
ま
で
に
あ
る
子
又
は
国
民

年
金
法
に
定
め
ら
れ
た
障
害
の
状

態
に
あ
る
２０
歳
未
満
の
子
で
す
。

遺
族
基
礎
年
金
は
、
子
の
な
い

妻
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
前

に
死
亡
し
た
夫
に
代
わ
っ
て

↓
寡
婦
年
金

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
期
間
を

満
た
し
た
夫
が
年
金
を
受
け
る
前

に
死
亡
し
た
と
き
に
、
夫
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
し
、
か
つ
、
婚
姻

期
間
が
１０
年
以
上
継
続
し
て
い
る

妻
に
、
６０
歳
か
ら
６５
歳
に
な
る
ま

で
の
間
、
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
夫
が
障
害
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
き
は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
を
受
け
な
い
で
死

亡
し
た
ら

↓
死
亡
一
時
金

３
年
以
上
保
険
料
を
納
付
し
た

人
が
、
年
金
を
受
け
な
い
で
死
亡

し
た
と
き
に
、
そ
の
遺
族
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族

が
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

定
額
保
険
料
に
プ
ラ
ス
で

↓
付
加
保
険
料

保
険
料
に
付
加
保
険
料
月
額

４
０
０
円
を
上
積
み
し
て
納
め
た

人
に
、
納
め
た
月
数
×
２
０
０
円

が
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。
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